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の、その構成要素として完全性、中立性、無謬
性（free from error）の３つの特性が挙げられ
ている（para.2.13）。完全性は、測定値を表示
するだけでなく、例えば資産の性質や測定値が
何を表示しているかといった、利用者が経済現
象を理解するに必要な情報を全て含んでいるこ
とを意味する。中立性は、利害に偏らないこと
を意味する。そして、無謬性は、経済現象の記
述において誤謬や遺漏がないこと、また報告さ
れる情報を作成するために使われたプロセスが
誤謬なしで選択・適用されたものであることを
意味している。しかし、これらは会計に限らず、
どの測定にとっても当然の要求であり、それゆ
え規範的にわざわざ述べる必要があるとは思わ
れない。物理的な量や心理的な量を扱う測定論
あるいは測定手続きにおいて、このようなこと
が要請されるとは考えられないであろう。
　このように、「忠実な表現」は分かりやすい表
現でありながら、その内容は明確ではない。と
ころが、IASB（2018a）においては、それ以前
の IASB（2010）とは異なり、「測定の不確実性」
という概念が導入され、それが忠実な表現を阻
害する要因であるかのように扱われている。こ
の「測定の不確実性」も含めて、心理学や社会
科学の測定論の知見を参照して、会計測定にお
いて「忠実な表現」が実現できるものであるか
を検討するのが本稿の目的である。そもそも、
会計測定においては測定対象となる理論概念が
曖昧である。また、測定において指標として価
格が使われるものの、その役割が無視されてき
たといえる。そうしたことから、「忠実な表現」
は本来的に実現することが困難なものなのであ
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１．はじめに

　IASB（2018a）は、その第２章「有用な財務
情報の質的特性」において、基本的な質的特性
として「目的適合性（relevance）」と「忠実な
表現（faithful representation）」を挙げている。
そして、「忠実な表現」には次のような説明を与
えている。「財務報告書は経済現象を言葉と数字
で表現する。財務情報は、有用であるためには、
目的適合的な現象を表現するだけでなく、それ
が表現するとされる現象の実質を忠実に表現し
なければならない」（para.2.12）。つまり、「忠
実な表現」とは、財務報告書が表現するとされ
る現象の実質を忠実に表示することである（1）。
不思議なことに、「忠実な表現」の説明はこれだ
けである。したがって、その定義もなければ、
詳しい説明もないのである。
　「忠実な表現」の立ち入った説明はないもの
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る。
　そのため以下では、「忠実な表現」の由来を探
る、公正価値の概念を検討する、公正価値測定
に利用される市場価格の意味を上記の測定論の
観点から検討する、市場価格と測定の不確実性
との関連を考察する、公正価値の「見積り」を
検討する、そして、会計測定における指標とし
ての価格の役割を検討する、といった順に考察
を進めていく。最終的には、忠実な表現が実際
には実現できるかが問われ、否定的な解答が出
される。会計は経済的な現実を表現するからに、
現実世界との関わりを重視することは当然であ
る。しかしながら、科学的実践とは異なり、人々
の間で行われる社会的実践である。そうした社
会的実践としての会計という観点が本稿の背後
にある。

２．「忠実な表現」の由来

　藤井（2010、76 頁）は、「忠実な表現」につ
いて「それ自体としては理論的検討に値しない
ようなこうしたナイーブな概念」と評している。
筆者もその通りだと思う。こういっては何だけ
れども、「忠実な表現」は素人受けするような用
語である。そうしたナイーブな概念だけに、逆
に批判しにくいものかもしれない。これが「忠
実な表現」ではなく、「正確な（precise）表現」
とか「真実な（true）表現」といった用語が使
われたとすれば、「正確」あるいは「真実」とは
何かといった疑問が噴出し、収拾が付かない事
態に陥っていたのではなかろうか。
　ところで、「忠実な表現」という用語はどこか
ら来たのであろうか。哲学とりわけ真理論の分
野ではそうした表現は見当たらない。FASB

（1980）の概念フレームワークでは「忠実な表
現」の元になった「表現の忠実性」が使われて
いる。しかし、その準備段階で作成された討議
資料の FASB（1976）では、そうした表現は見
当たらない。それに似た表現として「正確な表
現（accurate representation）」（para.340）があ
るだけである。この用語は、会計測定値と測定
属性との一致という意味で使われているにすぎ
ず、また、特に重要な概念として使われている

わけではない。
　重要な概念として使われている「忠実な表現」
あるいは「表現の忠実性」という用語の出所が
明らかにされている文献があるかもしれない
が、筆者には不明である。討議資料の FASB

（1976）から FASB（1980）までの間で、FASB
の概念フレームワークの作成者がその用語を使
うことに決めたのであろう。スターリングの著
書（Sterling, 1985, p.25）には、1978 年にザイ
マン（John Ziman）という物理学者が出版した
本に「忠実な表現」という用語が使われている
ことが示されている。討議資料の FASB（1976）
が公表された 2 年後に出版されていることか
ら、これが「忠実な表現」の出所ではないかと
筆者は推測するのである。スターリングは、時
期は明らかではないが、FASB に 2 年間の出向
をしており（Sterling, 1985, preface）、概念フ
レームワークの作成者に対してザイマンの「忠
実な表現」について伝えていた可能性がある。
それゆえ、概念フレームワークの作成者はザイ
マンの「忠実な表現」から「表現の忠実性」を
使うようになったと推測されるのである。した
がって、その後に IASB や FASB が「忠実な表
現」を使うようになったのは、先祖返りという
べきものかもしれないのである。
　なお、ザイマンの著書（Reliable Knowledge）
の訳本（ザイマン、1985）を通読した限りでは、

「忠実な表現」が使われているのは 1 箇所だけで
あり、特にその説明はなく、またその用語は索
引にも出ていない。そうしたことから、「忠実な
表現」が専門用語ではなく、また重要な用語と
して使われているわけではないと思われる。
　IASB（2018a）には「忠実な表現」について
は先に述べた説明があるだけであり、定義らし
いものはない。そこで FASB による「表現の忠
実性」の定義らしきものを参考にしよう。そこ
には、「表現の忠実性（representational faithful-
ness）； 測定値または記述と、それが表現すると
される現象との対応または一致 （妥当性と呼ば
れることがある）」（FASB, 1980, GLOSSARY 
OF TERMS）というのがある。 
　「表現の忠実性」という用語を初めて使った
FASB（1980）においては、計量心理学におけ
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れるようになっている。会計測定の特質を探求
するために、特に公正価値と忠実な表現との関
係を題材にして検討することにしたい。

３．測定論の観点

　先に進む前に、計量心理学における妥当性の
概念について簡単に説明しておきたい。岡本

（2006）は「測定値（尺度）の信頼性とは、測
定した結果を表す数値の安定性のことである。
その数値あるいは尺度が測定したいものを測っ
ているのかどうかということは、尺度の妥当性
の問題である」（157 頁）と述べている。最初に
信頼性の概念が説明されているが、この概念は
IASB（2010）が「忠実な表現」に置き換えたと
される「信頼性」の概念とは異なるものである。
これについても永野（2013）において説明して
いるので、ここでは触れずにおきたい。ここで
取り上げたいのは、この引用文の後半にある妥
当性の概念である。岡本は、教育テストを例に
して妥当性について次のように説明している

（168 頁）。

　　テストに妥当性があるとは、次の２つの条
件が満たされることである。

　　① 測ろうとしている概念が存在すること。
　　②  測ろうとしている概念の変化が原因と

なって、そのテストの値の変化として現
れること。

　
　そして、「心理学的測定の場合は、測ろうとし
ているものが存在していると考えられるかどう
か自体、議論の対象となることは珍しくない」

（168 頁）と述べている。この「測ろうとしてい
る概念」は、一般的に「理論概念」あるいは「構
成概念」と呼ばれる。岡本によれば、この理論
概念あるいは構成概念がそもそも存在している
のかどうかが議論の対象となることが珍しくな
いというのである。心理学の分野であれば、代
表的な理論概念として「知能」がある。それが
そもそも何であるのか、あるいは確定的な概念
として存在するものなのか、議論の対象になっ
ている。実は、会計測定においても「測ろうと

る測定論を参考にしていた。重さや長さといっ
た物理量に関する測定論ではなく、知能などに
関する測定論を参考にしていたことは、会計の
測定対象が物理量とは異なった性質であると考
えたからであろう。そして、先の引用にもある
ように、「表現の忠実性」は計量心理学における

「妥当性」の概念に相当するものとみた。
　財務情報の質的特性の議論において計量心理
学のこのような知見を参考にしたことは、その
討議資料である FASB（1976）にはその兆しも
見えなかった。妥当性の概念だけでなく、先の
表現の忠実性の定義らしい説明における「それ
が表現するとされる現象（the phenomena that 
it purports to represent）」という表現も計量心
理学において使われてきた用法を参考にしたの
ではないかと推測されるのである（2）。
　このように FASB（1980）では、表現の忠実
性が妥当性と同じであるかのように扱われてい
た。しかし、IASB（2010）では、「忠実な表現」
は完全性などの構成要素に分解されるなど妥当
性の議論とはまったく異なった展開を見せるよ
うになった。すなわち、計量心理学の知見から
は離れた、妥当性とは別個の概念となったので
ある。また、計量心理学では妥当性を得るため
に様々な数量的な検証方法が提起されている
が、概念フレームワークでもそのような検証方
法に期待するところがあったようである。しか
し、「残念なことであるが、本審議会と FASB で
は、財務報告書における表現の忠実性を数量化
する方法を突き止めてはいない」（IASB, 2018b, 
para.BC2.51）という。こうしたことも、忠実な
表現が妥当性から離れた理由ではないかと推測
されるのである。なお、忠実な表現と妥当性と
の相違点、忠実な表現の数量化する試みの問題
点などついては、永野（2013）が詳述している。
　このようにして忠実な表現を妥当性の概念に
よって基礎づけようとする試みは成功してこな
かった。けれども、計量心理学における知見は
会計測定の特質を知る上でも大きなヒントを与
えるものである。IASB（2018a）では、とりわ
け公正価値測定との関連で、忠実な表現の概念
について、「測定の不確実性」という概念を導入
するなどして、これまでとは異なる説明が行わ
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説明とこの高根の説明とを合わせて、会計測定
の特質を探る糸口としたい。
　この図での「概念」とは、理論概念あるいは
構成概念のことである。そして、高根（1979、
63 ｰ 64 頁）は「政治エリート」の研究を行うと
いうことで、その政治エリートを「政治的決定
の過程に影響力を持つ人々」という一般的定義
から出発している。そして、それだけでは具体
的に誰を観察すべきか明らかにならないので、

「政治的に重要な役職についている人物」という
具体的定義を政治的エリートという概念の指数

（index）あるいは指標（indicator）として採用
している（3）。この「指標」は、具体的な観察と
いう「作業 （operation）」を行うための具体的な
定義であり、「作業定義（operational definition）」
とされている。作業定義は、会計学の分野では

「操作的定義」という呼び名のほうが知られてい
よう。作業定義によって具体的な測定方法が決
まり、それに従った観察によってデータが得ら
れる。心理学の分野であれば、知能といった理
論概念に対して作業定義が施され、それによる
具体的な知能検査が考案され、それが実施され
る。知能検査の結果による数値の代表的なもの
が知能指数（IQ）である。会計測定でいえば、
その測定方法が決まることによって会計の実務

しているもの」、すなわち測定対象としての理論
概念が確定的なものとして存在しているのか、
後で論じるように、明確ではないのである。
　上記の②が述べているのは、理論概念として
措定された測定対象に変化があれば、それを測
定した結果である数値もそれに応じて変化する
ということである。測定値が測定対象を表示す
るものであるから、測定対象に生じる変化に対
応して測定値も変化するものでなければならな
いことを意味しており、当然の要請である。た
だし、会計測定においてこの要請が満たされて
いるかは議論の余地があろう。この問題につい
ては、当面の議論とは関係しないので、これ以
上の説明は止めておきたい。
　計量心理学の測定論は、自然科学の測定論以
外では理論的に進んでいる分野である。それゆ
え、FASB も当初は計量心理学の知見に頼ろう
としたのであろう。しかし、会計測定のような
社会の領域における測定としては計量心理学の
測定論は必ずしも適合するわけではない。その
点で、心理学だけではなく社会科学の量的な研
究も参照することが必要である。社会科学の領
域では社会学者の高根が、概念の一般的定義と
その具体的定義である作業定義との関係を次の
ように図示している。先の計量心理学における

図　概念と作業定義との関係

［出所］高根（1979、64 頁）

概 念 (一般的定義)

作業化の過程

作業定義 (具体的定義)

デ ー タ     (観察にもとづく資料)
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かが不確実であるというケースもあるのであ
る。

４．会計測定の対象とは

　会計測定において測定する対象は何か、この
問いに対する答えは明らかであろうか。目の前
にある机の高さや重さといった物理的な量であ
れば、それは距離と重量であるという答えが当
然のごとく出されよう。しかし、会計測定の対
象であれば、即座に答えることができるだろう
か。例えば資産を測定するにしても、資産とい
うモノそれ自体が測定されるのではなく、資産
がもつ何らかの性質が測定されるはずである。
その何らかの性質とは何であろうか、という問
題である。
　討議資料である FASB（1976, para.343）で
は、FASB（1980）において公表した「表現の
忠実性」を先取りする形で「経済的現実との一
致」という考えを述べていた。しかし、それだ
けでは抽象的なので、測定属性との一致として
具体的に定義することを挙げ、歴史的原価など
の測定属性のいずれかが「経済的現実」として
定義されない限りは、会計数値が経済的現実に
一致するか否かという議論は的外れであるとし
ていた。以後の FASB や IASB の概念フレーム
ワークでは「経済的現実」という表現ではなく、

「経済事象（economic phenomena）」あるいは単
に「事象」という表現が使われるようになって
いる。けれども、表現が一致するとする対象が
経済事象のもつ測定属性であることには変わり
ない。なお、経済事象としては「報告実体のも
つ経済資源、これに対する請求権、これらの資
源・請求権を変化させる取引や他の事象・状況」

（IASB, 2018a, para.2.2）を指すとされる。これ
らは、資産や負債など財務諸表の構成要素とし
て認められる以前の事象と考えられているが、
本稿においては、資産や負債などの構成要素を
指すと考えても特に問題はない。したがって、
測定属性は資産などについて言及されるものと
して理解してよい。
　IASB（2018a）では「測定属性」ではなく「測
定基礎」という表現を使っている。測定基礎は

が実施され、最終的にはデータが財務諸表とい
う形で集約されることになる。
　理論概念あるいは構成概念と指標との関係に
ついて、計量心理学では次のようにいわれる。

　　構成概念は、実体をもたないがゆえに直接
観測することができない。そこで、現実の世
界（経験界）において構成概念が反映される
と思われる事象を選び、代わりにその事象の
ほうを観測する。つまり、経験界の事象を媒
介にして、間接的に構成概念を捉えようとす
るのである。（平井、2006，21 頁）

　なお、この引用文では、指標に該当するのは
「構成概念が反映すると思われる事象」である。
つまり、この事象は構成概念を反映していると
見られることから、それを指し示す指標として
利用されるのである。
　これまでの考察から、会計測定においては次
の２点が問題点として浮かび上がってくる。以
下ではこの点について議論するものであるが、
その前にこの問題点を少し説明することにした
い。
　　① 測定対象となる理論概念は何か
　　② 指標に該当するものは何か
　先の岡本（2006）からの引用にあるように、
計量心理学においては測ろうとしているものの
存在が議論の対象となることがあるという。知
能検査の場合、検査によって測定される「知能」
それ自体が十分に解明されているとはいえな
い。この分野では「知能とは知能検査が測った
ものである」といった話を聞くことがある。こ
れは、知能という概念は理論の裏付けのある一
般的定義を行うことが困難であることから、そ
の作業定義である知能検査に下駄を預けたよう
なものであろう。高根（1979）の場合において
も、政治的エリートの概念は理論的な一般的定
義を行うことが難しいものと思われる。会計測
定についても、後述するように、理論概念によっ
て意味されるもの、すなわち測定対象が必ずし
も明らかではない。さらには、「存在の不確実
性」（IASB, 2018a, para.5.14）という言葉が示
すように、そもそも資産や負債が存在するか否
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る。

　　交換価格は一般的に、表現の忠実性の規準
（criterion）を満たす。これらは、現実世界の
現象―独立した集団の行為によって証拠立
てられるような資産（と負債）の価値―を
表現している。それは、人工物でもなければ、
ビジネスの世界との関連を欠いた会計の構成
概念でもない。（Johnson and Storey, 1982, 
p.13）

　この引用文の主たる論点はその前半の部分に
あるが、先に後半の部分について説明しておき
たい。そこでは交換価格が人工物でもなければ
ビジネスとの関連を欠いた構成概念でもないと
記されている。交換価格は市場制度という社会
的存在の結果として生じる数値であり、自然種
と区別される人工種としての人工物と見ること
ができる（5）。その点は彼らのいうとおりである。
また、これがビジネスとの関連を欠いた構成概
念ではないという意味は、ビジネスの世界とは
独立に会計の世界が独自に構成した概念ではな
いという意味であろう。これまで取り上げてき
た測定対象としての構成概念を指すものではな
いと思われる。
　引用の前半では、交換価格（6）が表現の忠実性
の規準を満たすとあるが、この場合の「表現の
忠実性」は FASB（1980）におけるものを指す
と考えられる。しかし、FASB（1980）では、特
に表現の忠実性の規準といったものは説明され
ていない。この引用において、交換価格が表現
するものとして、現実世界の現象としての資産
や負債の「価値」が示されている。この「価値」
については、「資産（あるいは資産の集まり）や
負債（あるいは負債の集まり）の価値は何時の
時点でも企業の現在現金流量に等しい」（John-
son and Storey, 1982, p.7）との説明がある。そ
こでは資産などの価値として現在現金流量

（present cash consequences）が措定されてい
る。したがって、この現在現金流量こそが価値
に等しく、それが会計測定の対象としての性質
であるとされるのである。
　「現金流量」は、原語の「cash consequences」

「測定される項目について識別される特徴―
例えば歴史的原価、公正価値あるいは負債の履
行価値―である」（para.6.1）という。多少の
表現の違いはあるものの、測定基礎は測定属性
と同じ意味で使われている。両者の語感からす
れば、測定属性は測定対象のもつ特徴を、測定
基礎は測定が依拠する何らかの数値といった
ニュアンスに取れるように思われる。しかし、
測定属性あるいは測定基礎と称されるものは、
前述の説明における構成概念あるいは理論概念
ではなく、作業定義に使われる指標に近いもの
と考えている。この点については永野（2021）
が、哲学における性質論なども参照して論じて
いるので、詳しくはこちらを参照して頂きたい。
また、この後でも測定論の観点から論じること
になる。
　以下ではまず、理論概念としての測定対象と
して何が想定されるのかを論じ、次いで、測定
対象としては否定される測定属性あるいは測定
基礎とは何かを論じることにする。その際、
FASB の専門スタッフで概念フレームワークの
改定に影響を及ぼしたとみられるジョンソンと
ストーレイの研究報告『財務諸表における認識』

（Johnson and Storey, 1982）（4）を参考にする。こ
れは、会計における認識、特に測定に関する研
究報告であり、IASB（2010）における「忠実な
表現」の背後にある考えが表されていると思わ
れるからである。
　会計の測定対象という場合、資産や負債など
財務諸表の構成要素を指すことも考えられる
が、ここではそれらがもつ性質、つまり測定さ
れる性質を指すものとしている。それは、目の
前の机を測定するといっても、具体的にはその
高さや重さといった性質が測定対象となること
と同様である。その測定される性質として取り
上げられる何かが理論概念あるいは構成概念と
して扱われるのである。本稿では、測定属性と
される歴史的原価や公正価値などはこうした理
論概念というよりは、その作業定義に使われる
指標に近いものと考えている。本節では理論概
念あるいは構成概念としてどのような性質が考
えられるかを検討する。話の糸口として、ジョ
ンソン＝ストーレイの研究報告の一部を引用す
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の３つの方法があるという（p.57）。いずれの方
法によっても得られる数値は理論的には同じで
あるが、不確実性の下では必要な情報が欠けて
いるという問題があるという。これらの方法に
ついては深く立ち入ることはしないが、いずれ
にせよ現在現金流量が測定対象としての性質と
なっており、それを測定する手段（測定値）と
して３つの方法があるが、交換価格が最優先さ
れるということである。
　ところが、交換価格がそのまま現在現金流量
の測度として使われないケースもある。ジョン
ソン＝ストーレイは、信用取引における資産の
評価についてはその取引金額ではなく「現金等
価 額（cash equivalent）」（7）を 交 換 価 格 と し て
扱っている。すなわち、現金取引では取引価格
が交換価格となるが、信用取引では決済までの
割引相当額を差し引いた額が交換価格と考えら
れているのである（p.113）。そして、現在の実
務においてもこうした考えによっており、権威
のある文献においては、こうした現金等価額の
価格という考えが公正価値として見出されると
いうのである（p.115）。ジョンソン＝ストーレ
イは、このように述べることによって、交換価
格さらには公正価値の妥当性を印象づけようと
したのであろう。
　ジョンソン＝ストーレイにおいては、前述し
たように、交換価格が現在現金流量の測度であ
ると述べられ、交換価格あるいは現金等価額に
よって表現される対象として現在現金流量が想
定されていた。ただし、現金流量の説明におい
ても、属性というよりは数値であるかのような
扱いがされている箇所も見受けられる。この点
は不徹底な扱いといえよう。また、他に不徹底
な扱いとしてあるのが、現金等価額が交換価格
と同じレベルの数値であるとされる一方で、こ
れまで説明してきた現金流量と同じレベルの概
念であるかのように扱われている点である。彼
らにあっては、この点では、次に挙げるスター
リングと同様の考えをもっていたとも理解でき
るのである。
　ジョンソン＝ストーレイと同じように FASB
のスタッフとして活動していたスターリング
は、彼らと同様にペイトン＝リトルトンの説を

それ自体が分かりにくい言葉であり、適当な訳
語が思い当たらなかった。会計学では前例のあ
る用語であるかは不明であり、おそらくジョン
ソン＝ストーレイに特有の用語であろう。彼ら
はそれを現金のフローであると説明している箇
所もある（p.27）。その点では、単に「現金フ
ロー」としても良かったのであるが、次に説明
するように、現在の現金流量については「フ
ロー」とも表すことがためらわれることから、
あまり馴染みのない「流量」を使うことにした
のである。
　では、現金流量とは何か。以下では、説明の
便宜上、資産についてだけ取り上げることにす
るが、同じことは負債についても当てはまる。
現金流量とは、前述したように、簡単にいえば、
ある資産に関する現金のフローである。その現
金のフローには過去と現在と将来という時間の
次元があるという（p.28）。過去現金流量とはそ
の資産を取得するに支払った現金のアウトフ
ローであり、将来現金流量とは将来に予測され
る現金のインフローである。したがって、すべ
ての資産は過去と将来の現金流量をもっている
という。また、資産は過去と将来の現金流量だ
けでなく、現在の現金流量ももっているという。
その説明として、例えば所有している資産につ
いては「同種の資産が現在取引されている対価
としての現金の額である」（p.28）とされる。こ
の説明からは、資産の現在現金流量を測定する
とすれば必然的にその交換価格が採用されると
予想されよう。実際にそのとおりであるが、そ
の点については次節で扱うことにする。ジョン
ソン＝ストーレイは、この現在現金流量を測定
される属性として考え、その測定のために交換
価格が妥当だと考えるのである。しかしながら、
彼らは現在現金流量を当然のごとく採用してい
るが、それを採用する根拠が必ずしも明白では
ない。
　彼らの説明では、すべての資産は過去と将来
だけでなく現在という３つの現金流量をもって
いるという。そして、資産の現在現金流量を測
定するには、過去現金流量を利益率で還元する
方法、将来現金流量を割り引く方法（現在価値
法）、そして現在の交換価格を見つける方法、こ
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によって回収される貨幣の額」がより具体的な
ものとして示されている。現金流量の３つの次
元と同じような見方である。万代の「貨幣の額」
あるいは現金流量の分類は、さらに異なる意味
づけを与えることもできよう。例えば、「未費消
原価」は過去現金流量に与えられた意味と考え
られよう。また、「債務弁済能力」は換金能力を
示す現在現金流量に対する１つの意味づけであ
ろう。これに対して同じ現在現金流量あるいは
現在現金等価額については、チェンバースでは
企業の財務的な適応能力を示すものとして、他
の企業や資産を購入する能力を示すものと意味
づけられたと考えられるのである。この点で、
債務を返済できるか否かという能力を示す債務
弁済能力とは異なる。
　現在現金流量という概念それ自体は必ずしも
明らかなものではないが、それを忠実に表現す
るものが交換価格であるからこれを採用すべき
だという論理になる。これが、FASB や IASB
による概念フレームワークの背後にある考えで
あるといえよう。こうした点から、交換価格に
よる数値が忠実な表現であるかのように扱われ
る。ただし、FASB と IASB にあっては、「測定
の不確実性」が忠実な表現を妨げるものとして
論じられているので、この点については次節で
扱う。
　IASB や FASB は公正価値を指向する傾向に
あり、その点で現在現金流量を測定される性質
であると想定するのと同じような考えになって
いる。公正価値測定においても交換価格が使用
され、忠実な表現との関わりが論じられている。
次に、その点を測定の不確実性の概念とともに
検討する。

５．忠実な表現と測定の不確実性

　先に、ジョンソン＝ストーレイの研究報告に
おいて「表現の忠実性の規準」が挙げられてい
るけれども、それ以前の FASB の概念フレーム
ワークにおいてそうした規準はないということ
を述べた。以後の FASB と IASB の概念フレー
ムワークにおいてもそうした規準らしきものは
ない。前述したように、忠実な表現が完全性な

参照しながらも、最終的には現金等価額を測定
対象として扱っている。それゆえ、現金等価額
と現金流量が同じ理論レベルの扱いがされてい
るのである。つまり、スターリングでは、測定
される理論概念として現金等価額が措定されて
いる。
　そうしたスターリングの見解が明らかになる
のは、売却時価会計論の先輩であり盟友ともい
うべきチェンバースの主張を扱っている箇所で
ある。チェンバースの売却時価会計論において
は「現在現金等価額（present cash equivalent）」
が重要な概念となっている。この概念は「現在
現金流量」とほぼ同じものを意味している。そ
して、スターリングは、ペイトン＝リトルトン
が取得原価主義の立場から過去の現金等価額を
表示するのに対して、チェンバースは現在の現
金等価額を表示するというのである。そうした
ことから、チェンバースの「現在現金等価額」
がペイトン＝リトルトンの「現金等価額」を発
展させたものであり、また、チェンバースがペ
イトン＝リトルトンという尊師の門弟であって
異端者ではないというのである（Sterling, 1985, 
p.46）（8）。注 7 で述べたように、ペイトン＝リト
ルトンの「現金等価額」は「真の原価」を決定
するために持ち出された概念であり、チェン
バースの売却時価会計論の理念とは異なる（9）。
チェンバースをペイトン＝リトルトンの門弟と
するのは、スターリングがペイトン＝リトルト
ンの権威を借りてチェンバースの、ひいては自
身の、売却時価会計論の権威付けをしようとし
たのであろう。
　ジョンソン＝ストーレイの現在現金流量とス
ターリングとチェンバースの現在現金等価
額（10）は、いずれも会計の測定対象の性質として
挙げられたものである。こうした考えが彼らだ
けに特徴的なものかという、そうではない。使
用される用語は異なるけれども、同じような内
容はこれまでの会計理論でも見られるのであ
る。例えば万代（2011、337 頁）は「……財務
諸表のレベルでいえば、測定すべき属性は資本、
それも貨幣資本の大きさということになる」と
したうえで、その「貨幣資本」についても「実
際に投資された貨幣の額」や「売却または使用
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どの要素に分けて説明されてはいるけれども、
忠実な表現それ自体の直截な説明はないのであ
る。したがって、規準らしきものが設定されて
いるとは思われない。
　概念フレームワークにおいては、「有用な財務
情報の質的特性」として有用性の概念が挙げら
れ、それを支える２つの質的特性として目的適
合性と信頼性とが挙げられてきた。ところが、
IASB（2010）の概念フレームワークからは、信
頼性の概念に代えて忠実な表現の概念がその位
置に着いたのである。IASB（2018a）の概念フ
レームワークは、「質的特性」の内容に関して
は、IASB（2010）とほとんど変わるところはな
かった。そうした中で、IASB（2018a）では、
忠実な表現を阻害する要因として「測定の不確
実性」の概念が導入されたのである。討議資料
である FASB（1976, paras.356-360）では、測
定の不確実性に関する萌芽的な説明が既に行わ
れていた。また、IASB（2010, para.QC16）に
おいても、「見積値に影響する不確実性」などと
いった表現が見られるが、特に立ち入った説明
はされていない。IASB（2018a）において測定
の不確実性の概念が導入されたわけであるが、
その際に参考とされたのがジョンソン＝ストー
レイの著書であると思われる。そこには、測定
の不確実性については IASB（2018a）よりも詳
しい説明が行われている部分もある。そこで、
彼らの見解も参考にして測定の不確実性につい
て検討することにしたい。
　測定の不確実性という概念に関連して、「存在
の不確実性（existence uncertainty）」と「結果
の不確実性（outcome uncertainty）」という概
念も導入されている。これらも合わせて説明す
ることにしたい。その前に、そもそも不確実性
とは何か、という問題もある。IASB（2018a）
では理解しやすい概念であると考えられたの
か、特に説明はない。そこで、ジョンソン＝ス
トーレイによる説明を参照することにしたい。
彼らは、ウェブスターの辞書から「不確実性と
は、何かに関する知識あるいは確信が不足して
いることである」という説明を引用した後に、

「経営や経済の活動における不確実性の大半は
将来を確実に知ることはできないという事実に

起因する」（Johnson and Storey, 1982, p.24）と
述べている。彼らがいうように、経営や経済、
ひいては社会の活動における不確実性の大半は
将来を確実に知ることができないからであろ
う。また、社会の活動全般について、将来だけ
でなく、現在についても同様であり、その知識
あるいは確信が不足する、つまり不確実である
といえよう。
　IASB（2018a）は「測定値（measure）が活
発な市場における価格を観察することによって
直接決定できず、代わりに見積りをしなければ
ならないときに、測定の不確実性が発生する」

（para.6.60）と述べる。そして、「結果の不確実
性は、資産や負債から生じる経済的便益の流入
や流出の金額とタイミングについて不確実性が
あるときに発生する」とし、また、「存在の不確
実性は、資産や負債が存在するか不確実である
ときに発生する」（para.6.61）として、これら
は測定の不確実性とは異なるとしている。こう
した説明からすれば、例えば資産の存在やそれ
に伴う将来キャッシュフローが不確実であれ
ば、測定の不確実性が生じると思われるかもし
れない。しかし、そうした場合であっても、例
えば資産の公正価値が活発な市場における価格
を観察することによって直接決定できるなら
ば、その公正価値の測定に関しては測定の不確
実性はないというのである（para.6.62）。
　これら３つの不確実性の中では、結果の不確
実性は将来のキャッシュフローが確実には予測
できない場合が多いことから理解しやすいもの
である。そして、存在の不確実性も比較的分か
りやすいものと思われる。例えば、のれんが資
産として本当に存在しているのかが明言できな
いように、また、裁判で訴えられている賠償請
求額が負債として確定していないように、財務
諸表の構成要素がそもそも存在するのかは確実
ではないケースも多いのである。こうした結果
の不確実性と存在の不確実性と比較して、測定
の不確実性はその説明からは分かりやすいもの
とはいえない。そうではあるが、この測定の不
確実性が忠実な表現に関わる不確実性であるの
で、その意味をさらに探ることにする。
　先の引用に示されているように、測定値―
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があると考えている。このことは「……2018 年
の概念フレームワークでは、測定の不確実性は
忠実な表現を提供できるか否かに影響する要因
として述べられている」（（IASB, 2018b, para.
BC2.49）ということからも明らかである。また、
ジョンソン＝ストーレイも「企業の資産に関す
る現在の市場価格がその資産の現在現金流量を
忠実に表現する度合いは、その価格が生じる市
場と交換取引の特性に依存している」（Johnson 
and Storey, 1982, pp.61-62）と述べている。彼
らのいう「市場と交換取引の特性」で最も重視
されるのは、価格が活発な市場におけるものか
否かである。活発な市場でなければ、測定の不
確実性が生じ、忠実な表現が得られないかもし
れないというのである。

６．測定の不確実性と不確定性原理

　測定の不確実性に似たものとして、量子力学
におけるハイゼンベルグの不確定性原理（11）が
あるので、これと比較してみたい。量子力学と
いうミクロの世界を対象とする理論が社会とい
うマクロの世界の片隅にある会計に直接的な役
立ちはしないが、少しは参考にはなると思われ
る。というのは、マテシッチがチェンバースの
売却時価会計論に関連して不確定原理を持ち出
していたからである。ただし、不確定性原理は
インターネットで簡単な解説を探しても、筆者
に分かるようなものは見つからなかった。ウィ
キペディアなどにある解説に深く立ち入ること
なく測定の不確実性の理解に役立つ限りで取り
上げることにする。
　マテシッチは、売却時価会計に使われる市場
価格が２つのまったく異なったことに同じよう
に使われているとして、⑴実際に売買された商
品の価格と、⑵売買されていない同じ商品のす
べての単位の価値とを区別している（Mattes-
sich, 1984, p.33）。そして、前者だけが客観的に
検証可能なのであり、後者は違うという。マテ
シッチは、後者のケースを「経済的ハイゼンベ
ルグ原理（the economic Heisenberg principle）」

（以下、「経済的不確定性原理」と呼ぶ）と名付
けている。それを良く例証するものとして、会

つまり財務諸表の数値―が活発な市場におけ
る価格を観察することによって直接決定できな
くて、代わりに見積もらなければならない場合
に、測定の不確実性が生じるという。これは、
測定の不確実性が生じる状況について述べてい
るのであって、そうした状況によって測定がど
のようになるのかはまったく説明されていな
い。つまり、測定の不確実性の概念それ自体の
説明は無いのである。分かりきった概念だと思
われているのであろうか。ジョンソン＝ストー
レイでは、測定の不確実性を「資産や負債ある
いはそれらの変化の大きさを決定する際に伴う
不確実性」（Johnson and Storey, 1982, p.7）で
あるとしている。先のウェブスターの辞書の言
葉を使えば、何らかの原因によって測定値に確
信が不足している事態といえよう。測定値に確
信が持てないとすれば、それは活発な市場にお
ける価格が使えないことに起因するというの
が、ジョンソン＝ストーレイだけでなく IASB
の考えであろう。
　活発な市場における価格を観察する必要があ
るのは、現時点での測定値を市場価格によって
決定しようとする場合である。具体的には、売
却時価なり再購入原価を確定するために現時点
での市場価格が必要とされる場合である。IASB
は、前述したように、活発な市場における価格
を観察できる場合、公正価値の測定には測定の
不確実性はないとしている。この点では、ジョ
ンソン＝ストーレイが現在現金流量を測定する
ために交換価格を利用することと同じ論理であ
る。現在現金流量が公正価値に代わっただけだ
からである。なお、ジョンソン＝ストーレイは、
交換価格を求める市場が活発か否かというだけ
でなく、当該企業が取引に参加している市場か
否かという条件も取り上げている。しかし、彼
らの主たる関心は市場が活発か否かという面で
あり、この点で IASB が市場が活発か否かとい
う面だけを取り上げていることとは結果的には
さほどの違いはない。
　また、IASB は、市場価格が公正価値の測定
に使用されるというだけでなく、活発な市場に
おける価格が忠実な表現を提供するものとし
て、それに影響する要因として測定の不確定性
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社の実際の市場価値は、その株式の売買数が非
常に少ない時には、株価と発行済株式数との積
とは一致しないという例を挙げている。ただし、
この例だけで市場価格の使用が経済的不確定性
原理のようなものだと理解するにはもう少し説
明が必要であろう。
　不確定性原理それ自体が十分に解明されたも
のとはいえない原理あるいは現象のようであ
る。それは、量子力学が対象とするミクロの世
界では、電子などの粒子の位置と運動量といっ
た相補的な物理量を同時に測定することはでき
ないという現象である。同時に測定できないと
いうことが粒子という物理的な性質に起因する
ものであって、測定機器なども含む測定技術が
進歩すれば解決できるというものではないよう
である。マテシッチの経済的不確定性原理に関
連するものとしては、粒子の位置を測定しよう
として光を当てると、その位置が移動してしま
うという現象がある。つまり、人間が測定しよ
うとすると測定対象に変化が生じてしまうこと
になる。このことは、測定という行為が観察対
象に影響するという観察者効果と呼ばれるもの
と混同されているという。ウィキペディアによ
れば、こうした混同はハイゼンベルグ自身によ
る説明に由来するものの、今日でも素人向けの
啓蒙書では繰り返し出てくるという。しかし、
この説明は根本的に誤解を招く恐れがあるもの
として今日では否定されているという。測定が
粒子の位置に影響するけれども、粒子の位置と
運動量との関係は不確定性関係として客観的な
存在であり、主観的なものではないというので
ある。つまり、測定に関わりなく不確定性が存
在するということである。
　これだけでは、マテシッチの経済的不確定性
原理が誤解によるものか否かは明らかではな
い。しかし、マテシッチは観察者効果を念頭に
していたと思われるのである。所有する商品の
測定のために市場価格を売却価格として使うと
いうことは、同じ種類の商品かもしれないが他
社が売買した商品の市場価格を使うことであ
り、自社が実際に売買した商品の市場価格では
ない。もし手持ちの商品それ自体の売却価格を
求めるために市場で売却すれば、市場価格に

よって売上高が測定されるけれども、資産とし
ての商品それ自体が測定対象としては存在しな
くなってしまう。つまり、資産の測定のために
売却価格を得ようとすれば、資産それ自体が無
くなってしまうのである。これがマテシッチの
経済的不確定性原理の意味するところだと思わ
れる。したがって、売却時価会計論は原理的に
成立しない主張ということになるのである。
　不確定性原理によれば、粒子の位置と運動量
など２つの物理量を測定すると、その測定値が
確定せずに分散するという。ある範囲内に「真
の値」が存在すると考えられるが、その真なる
値を測定できない。つまり、「真の値」を知るこ
とはできず、不確定な数値が得られるだけだと
いうのである。これが測定による不確定性であ
り、先に述べた客観的に存在する不確定性とは
区別されるという。こうした測定の不確定性が
IASB やジョンソン＝ストーレイによる測定の
不確実性に概念的に似ているのである。ただし、
IASB などによる測定の不確実性では、活発な
市場における市場価格による測定値が「真の値」
であり、それ以外の市場価格などによる測定値
は「真の値」から外れた数値、その意味で「不
確実な数値」だとされている。このことは、前
述したように、活発な市場における価格によっ
て会計測定値が決定できるのであれば、測定の
不確実性はなく、また忠実な表現が実現される
と考えられていることから明らかである。会計
測定値が不確実な数値になる場合があるとはい
え、「真の値」が存在すると想定している点で
は、不確定性原理とは異なる。こうした点も踏
まえて、次に測定の不確実性について検討する。

７．測定の不確実性の検討

　先の IASB からの引用によれば、活発な市場
における価格を観察することができない場合に
は見積りによらなければならないとしていた。
これが測定の不確実性の発生原因にもなってい
たのである。この説明では２つの疑問が生じる。
その１つは、活発でない市場における価格を観
察することができる場合では、その価格は使わ
れないのであろうかという疑問である。この疑
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否かの判定規準といったものは示されていな
い。どの程度活発であれば当該市場が活発な市
場として位置づけられるかは、ジョンソン＝ス
トーレイの説明からも明らかではない。常識的
に考えれば、市場が活発か否かは程度問題であ
るが、誰がどのように判断するのであろうか。
　活発な市場の代表的なものとして株式市場が
挙げられよう。では、ある日の証券市場で発行
済株式のどれだけが売買されていれば、その会
社の株式に関して市場は活発であるといえるの
だろうか。例えば、日本の証券取引所に上場さ
れている株式の売買回転率は年間で 150％ほど
である。これは年に発行済株式の 1.5 倍分が売
買されるということである。この回転率（倍）を
証券取引所の営業日数で割れば、１日当たりの
回転率（倍）は約 0.006 倍となる。つまり、１日
の営業日で発行済株式数の 0.6％しか売買され
ていないということになる。ここで挙げた数字
はまったくの概算である。具体的な例で説明す
れば、この原稿を書いている日のトヨタ自動車
と三菱 UFJ フィナンシャル ･ グループの売買回
転率は、それぞれ 0.15％と 0.4％である。いず
れも発行済株式数の 1％に満たない株式が売買
されたにすぎない。これでも両社の株価は活発
な市場における価格といえるのだろうか。
　こうした例からいえるのは、活発な市場とい
う概念は理念的あるいは理想的な状況であり、
そうした意味では実現不可能なものであるとい
うことである。現実の市場は活発さの程度は
0％超から 100％までの連続体のどこかに位置
している。それゆえ、会計測定の現場において
は「活発な市場」の作業定義が必要となり、何
らかの外形で判定できるような規準を設けるこ
とになろう。したがって、「活発な市場における
価格」といえども、次に論じる見積値の場合と
同様に、測定の不確実性を免れるとはいえない
のである。

８．公正価値の「見積り」

　次に、活発な市場における価格が得られない
場合に、そうした価格の代わりに見積もられる
数値とは何であるかという第２の疑問に進みた

問には、活発な市場とそうでない市場は明確に
区別できるかという疑問も伴うことになる。２
つ目の疑問は、そうした市場価格の代わりに見
積りされる数値とは何であるかというものであ
る。これらについて IASB は特に説明していな
い。これらの疑問を検討することにしたい。
　最初の疑問に関してジョンソン＝ストーレイ
は、「〔活発でない市場における〕交換価格は、
少ない数の多分極めて異なる取引から、あるい
は単一の取引からでさえ生じることから、それ
が資産の現在現金等価額（12）を表すかは分から
ないことが多い。その価格は市場が活発である
場合とまったく同じである場合もあるが、大き
く 異 な る 場 合 も あ る 」（Johnson and Storey, 
1982, p.65）という。そうしたことから、その
ような交換価格を使うことは資産をほとんど表
現しないというリスクがあるという。つまり、
活発でない市場における交換価格は、活発な市
場におけるそれと同じように「真の値」を表現
することがあるかもしれないが、それから離れ
た数値になることが多いということであろう。
そうであれば、活発でない市場における価格を
利用した場合では、測定値が「真の値」から乖
離するという意味で測定の不確実性が生じる可
能性が高まるというのは理解できる。しかし、
IASB もジョンソン＝ストーレイも、交換価格
を使用する代わりに見積りをしなければならな
いことによって測定の不確定性が生じると考え
ている。活発でない市場における価格の利用は
まったく考えられていないのであろうか。後述
するように、IASB は、公正価値測定において
は活発でない市場における価格の利用も想定し
ているのである。こうした問題は、活発な市場
と活発でない市場との区分の問題とも関係する
ことである。
　先にも取り上げたが、ジョンソン＝ストーレ
イによれば、交換価格が現在現金等価額を忠実
に表現するかは、その市場と交換取引の特徴に
依存しているという（Johnson and Storey, 1982, 
pp.61-62）。そうではあるが、当該企業がその交
換取引の参加者になっているか否かという特徴
よりも当該市場が活発か否かという特徴を重視
している。しかしながら、市場が活発であるか
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い。IASB の概念フレームワークでは、こうし
た見積りについては特に説明はない。それは、
より具体的な会計基準に任せるべき課題とされ
ているとも思われる。活発な市場における価格
が得られないのであれば、活発でない市場にお
ける価格を使うのか、あるいは、それとはまっ
たく異なる価格あるいは数値を入手して使うこ
とになる。
　この点でジョンソン＝ストーレイは、測定の
不確実性を完全に克服することは滅多にできな
いので、あまり理想的ではない代替策（less-
than-ideal alternatives）に頼らざるを得ないこ
とが多いとしている。そして「基本的には、２
つの異なる種類の代替的な測定値が利用できる
が、それは推定値（estimates）と代理値（surro-
gates） で あ る 」（Johnson and Storey, 1982, 
p.87）（13）という。彼らの例示によれば、推定値
とは、測定対象の人の体重を知りたいが、体重
計がない場合に、その人の性別、身長、体格、
年齢などの要素からその体重を見積もることに
よる数値である。これに対して代理値とは、身
長などの要素が同じような人の体重を測定して
得た数値である。推定値が測定対象である人の
体重を直接的に見積もるのに対して、代理値は
その人とは別人の数値を使って間接的に見積も
るという違いがある。また、会計測定における
例として、自社の経験から貸倒予想率を見積
もって得た不良債権の数値を推定値の例として
挙げ、他社の経験による貸倒予想率を借用して
得た数値を代理値の例として挙げている。ただ
し、両者の区別は実践的には難しいことがある
という。このように両者を強いて区別すること
はできない、あるいは、区別する必要はないこ
とから、IASB では「代理値」あるいはそれに
関連する用語は使わなかったと思われる。そう
したことから、「推定値」と「代理値」とを合わ
せて「見積値」と表わすことにする。
　IASB では、活発な市場における価格が得ら
れない場合に見積りによることになり、それに
よって測定の不確実性が生じるということで
あった。しかし、活発な市場という概念それ自
体が理想的あるいは理念的なものであることか
ら、活発と見られる市場における価格を会計測

定値に使ったところで、多少なりとも測定の不
確実性は免れないということは前述した。しか
し、活発な市場における価格か否かを論じる前
に、そもそもそうした価格が測定対象の資産の
性質かどうかが問題となる。マテシッチの経済
的不確定性原理が示すように、所有する資産の
売却価格は、「売却」を文字通りに理解する限り
は、その資産を売却しなければ得られないはず
である。しかし、その売却価格は、所有する資
産と「同一」あるいは「類似」の資産が売買さ
れた価格であって、当該資産が実際に売却され
た価格ではないのである。公正価値の説明で見
られるように、売却したならば得られたかもし
れない価格ということで、文法的には仮定法の
形をとっている。別の言い方をすれば、現実に
は売却していないにもかかわらず売却したとい
う仮想の下で成立したかもしれない「価格」を
想定している。そして、実際には、その仮想の
価格ではなく、実際に売買された他の資産につ
いて成立した価格が使われるという構成になっ
ているのである。
　このことは、討議資料である FASB（1976）
においても、測定が基づく事象の性格という観
点からは、売却価格に該当する「現在出口価値」
が「仮想的な事象（hypothetical event）」に基
づいていると説明していることからも理解され
よう（para.392）。他に現在原価が「仮想的」と
して分類されている。なお、「仮想的」に対比さ
れるのは「現実的（actual）」と「予想的（expect-
ed）」である。前者には歴史的原価が、後者には
期待出口価値と現在価値が分類されている。な
お、この他に時間の観点（過去・現在・将来）
と取引の種類の観点（入口 ･ 出口）とが示され
ている（paras.390-391）。特に説明は無いが、事
象の性格による分類と時間による分類とでは位
置づけられる属性は対応している。例えば、仮
想的とされた現在出口価値と現在原価は時間の
観点からはともに現在に分類されている。
　現在出口価値が仮想的でありながら現在とし
て分類されるのは、現時点において「同一」あ
るいは「類似」の資産において成立した価格を
使うからである。前述したように、現時点で仮
想的な事象において成立したであろう価格を使
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レベル 2 では類似の資産の相場価格がインプッ
トとして使われるが、その「類似」と区別が付
くのであろうか。このように問うのは、先のジョ
ンソン＝ストーレイによる「推定値」と「代理
値」との区別に従えば、同一の資産の相場価格
は推定値に、類似の資産の相場価格は代理値に
分類されることなる。しかし、たとえ「同一」
の資産の価格であっても代理値にすぎない、と
いうのが筆者の見解である。この点は、心理学
や社会科学における測定論での指標の特徴と関
係するところである。まずは「同一」とは何か
ということから話を始めたい。
　「同一」あるいは「同一性（identity）」は哲学
における認識論においては最も重要な用語の１
つである。会計においても認識が問題となるが、
それは例えばある項目が資産であるか否かを識
別することである。これは、ある項目が「資産」
として認識することができるか、すなわち、「資
産」として同一であるかが問われるのである。
さらに細かく分ければ、ある項目が流動資産と
しての「有価証券」などとして識別できるかと
いうことにもなる。
　レベル１で同一が問題となるのは、ある項目
が他の項目と同一であるかということである。
この同一には２つの異なる意味が考えられる。
１つは、この２つの項目が１つの実体として昨
日と今日といった時間的に異なるけれども継続
して存在している場合である。もう１つは、２
つの項目は別の実体であるけれども種類として
は同一のものとして存在しているという場合で
ある。前者であれば、同じ実体がまさに個体と
しての同一性（あるいは自己同一性）を維持し
ている場合である。しかし、レベル１での「同
一」が意味するのは、この場合ではない。ある
時点において２つの項目（有価証券の例でいえ
ば、所有する証券と市場で売買された証券）は
同じ実体ではないからである。野矢（2002）は、
前者の同一性を「数的同一性」と呼び、後者の
同一性を「質的同一性」と呼んでいる（14）。後者
はまた「同質性」あるいは「同類性」とも呼ん
でいる。
　このように同一あるいは同一性の意味を区別
すれば、レベル 1 と 2 における「同一」と「類

用するからではない。仮想的な事象であれば現
時点では属性などは生じていないはずである。
市場において交換という事象が生じていない資
産の属性に対して、他の資産に実際に生じた価
格を利用するという不自然さに対して何ら違和
感を覚えなかったのであろうか。仮想的な事象
を想定している点で、原理的にいって、公正価
値は忠実な表現とはなり得ない。忠実に表現さ
れるべき対象が仮想的である、つまり表現すべ
き対象が現実世界には存在していないからであ
る。こうした問題点を回避するためかは分から
ないが、その後の FASB と IASB の概念フレー
ムワークにおいては、「仮想的」などの言葉は使
われていないと思われる。
　人によっては、所有する資産と同一か類似の
資産が市場で売買されたことによって成立した
市場価格であるから、その価格は当該資産につ
いても成立した価格でもあると主張するかもし
れない。この点について IASB が挙げる「公正
価値ヒエラルキー」における関連箇所（IASB, 
2011, paras.72-90）を見ることにしよう。その
ヒエラルキーのレベル 1 では、主として、所有
する資産と同一（identical）の資産に関する活
発な市場における相場価格（quoted price）がイ
ンプットとして利用される。レベル 2 では、主
として、活発な市場における類似（similar）の
資産に関する価格、あるいは同一または類似の
資産に関する活発でない市場における価格がイ
ンプットとして利用される。レベル 3 では、観
察不能なインプットが使用されるが、それは当
該状況において入手可能な最善の情報に基づく
ものとされている。そこでは、相場価格が得ら
れない場合には、それに代わって見積りが行わ
れる。レベル 1 と 2 においては、資産が「同一」
あるいは「類似」であるとはどういうことかと
いう問題が、また、活発でない市場における価
格が使われるという問題がある。また、レベル
3 においては、レベル 1 と 2 以上に測定の不確
実性が問題とされよう。こうした問題点につい
て検討したい。
　レベル 1 では、「同一」の資産に関する活発な
市場における相場価格がインプットとして使わ
れるが、この「同一」の意味はなんだろうか。
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似」は、質的同一性のなかでの区分にすぎない。
つまり、同一とする質あるいは類をどのように
細分化するかの違いである。有価証券の例でい
えば、特定銘柄の普通株として同一であるとい
うのがレベル 1 での「同一」である。別の銘柄
の株式であれば、「有価証券」として分類される
項目であるという点で同一性あるいは同類性が
認められる。ただし、「有価証券」の例では、レ
ベル 2 での「類似の資産」がどのような範囲の
ものまでも含むかは明らかではない。また、例
えばパソコンなどの備品では、類似のパソコン
は数知れないものであり、価格も性能も大きく
異なる。それゆえ、その「類似」の範囲を確定
するという問題が生じるであろう。
　レベル 1 と 2 での「同一」と「類似」の違い
を問題にしたのは、売却価格の利用において「同
一の資産」といったものは成立せず、「同一」と
見られるのは「類似」の一種にすぎないという
ことを主張するためである。したがって、ジョ
ンソン＝ストーレイの区別に従えば、活発な市
場において同一の資産に関して成立した交換価
格であっても、それは推定値ではなく代理値と
して使用されるということである。つまり、「同
一」の資産でも「類似」の資産でも、それらに
関する交換価格はいずれも代理値として使われ
るのである。むしろ代理値としての数値が使わ
れることに会計測定の特質があるのである。た
だし、ジョンソン＝ストーレイが述べるように、
推定値と代理値の区別は曖昧である。彼らが
思った以上に、推定値と見られた数値が代理値
であることが多いのではないかと思われる。そ
の例を先に彼らが挙げた不良債権の見積りにつ
いて見てみよう。
　前述したように、不良債権の見積りに当たっ
て自社の経験から貸倒予想率を見積もって得た
数値が推定値の例として挙げられていた。この
場合、この不良債権が含まれる債権、例えば売
掛金であれば、当該企業の売掛金全体であるの
か特定の取引先に対する個別の売掛金であるの
かという問題もある。いずれにしても、売掛金
という項目それ自体に同一性が保たれているの
であろうか。売掛金全体であっても特定取引先
に対する売掛金であっても、「売掛金」としては

同一性を保って存続しているかのようである。
しかし、信濃川という特定の河川が同一性を
保って存続していても、そこに流れる水は絶え
ず変化している。売掛金にしても同様で、特定
の取引先に対する「売掛金」という項目の下に、
日常的に発生しては消滅している個々の売掛金
が含まれる。したがって、貸倒予想率は同じ「売
掛金」という項目かもしれないが、現在の売掛
金とは異なる売掛金に生じた貸倒れのデータが
基になっている。特定の取引先に対して過去に
生じた貸倒れがあるとすれば、その取引先に対
して売掛金が現時点で存在することはほとんど
ないであろう。貸倒れが起きたことによって以
後の取引は生じないと考えるのが通常だからで
ある。また、売掛金全体の場合でも、過去の貸
倒れの経験は現在の売掛金とは別個の内容に関
するものであり、したがって、現在の売掛金に
ついての推定値ではなく過去データによる代理
値であるといえよう。それゆえ、他社の経験に
よる貸倒予想率を借用して得た数値だけでな
く、自社の経験によるものであっても代理値な
のである。ただし、個々の取引先の財務状況を
分析することによって貸倒れを見積もる場合は
推定値といえる。
　「同一」の資産であってもその市場価格を使っ
た数値が代理値にすぎないと述べてきた。この
ように述べると、例えば特定銘柄の普通株であ
れば、手持ちの株式と証券市場で売買された株
式では「同一」といって良いのではないか、し
たがってその市場価格を当該株式の売却価格と
して利用しても問題はないと反論されるかもし
れない。多くのケースではその通りであるかも
しれないので、これに対して全否定するつもり
はない。それでも、大量保有や資産の状況など
の固有の要因によって数値の調整が行われる場
合もあり得るから、それらを「同一」とは認定
できないことも多いと思われる。しかし、これ
らは「同一」という言葉に拘るから出てくる問
題であり、「類似」として、あるいは「代理値」
として扱えば特に問題があるわけではない。会
計測定にはこれらは必然のことであり、それを

「同一」という言葉で問題がないかのように扱う
ことこそ問題なのである。
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９．公正価値概念の曖昧さ

　先に引用したように、計量心理学における測
定では測ろうとしているものがそもそも存在し
ているかが議論の対象になるという。これは会
計測定においても同様であり、公正価値だけで
なく、チェンバースの現在現金等価額やジョン
ソン＝ストーレイの現在現金流量でも同じこと
がいえる。これらはいずれも市場価格に基づく
売却価格を利用するという点では共通してい
る。ただし、チェンバースは全面的な売却時価
会計を主張しており、ジョンソン＝ストーレイ
も似たような見解と思われるが詳しくは不明で
ある。それに対して IASB は、現状では公正価
値を部分的に採用するに留まっており、その測
定に売却価格を利用するというものである。こ
こでは IASB による公正価値を取り上げて検討
する。
　IASB は、前述した公正価値の定義から理解
できるように、資産の公正価値はその売却価格
を利用して測定するという見解である。ただし、

「公正価値測定」という言葉が使われる点からす
れば、公正価値が測定対象である、あるいはそ
れを表す理論概念であるかのような印象を受け
る場合もある。それは、心理学における測定対
象である知能が人間の頭脳に属する性質である
かのように、資産に属する性質であるかのよう
な扱いである。あるいは、絵画の芸術価値といっ
たものも同様である。しかしながら、IASB に
よる公正価値の定義では、公正価値は測定対象
に属する性質ではなくて売却価格という数値で
ある。したがって、公正価値測定は売却価格測
定ということになり、価格という数値を測定す
るという変な結果となる。公正価値という対象
を測定した結果として測定値が求められるはず
なのに、売却価格という数値自体が測定対象と
なっているのである。
　このような混乱が生じる原因は、「公正価値」
と訳される「fair value」という言葉そのものに
ある。「value」という言葉は、「価値」と「数
値」という会計測定に係わる２つの、関連する
が別個の意味をもつ用語に訳すことができる。

「価値」であれば、経済価値や芸術価値というよ

　レベル 2 で少し問題となるのは、活発でない
市場における相場価格が使われる可能性であ
る。前述したように、IASB（2018a）では、活
発な市場における価格を観察することができな
い場合に、代わりに見積りが行われ、測定の不
確実性が生じると述べられていた。活発でない
市場における価格でもレベル 2 では使われる可
能性があるということであり、概念フレーム
ワークの見解とは齟齬が生じているといえよ
う。また、そうしたケースが想定されるのであ
れば、その場合における測定の不確実性がある
のか否かが明らかにされなければならない。
　概念フレームワークにおいては、こうした測
定の不確実性が問題になるのは、上記のように、
活発な市場における価格を観察することができ
ない場合に代わりに見積りが行われる時であっ
た。これはまさにレベル 3 での問題である。こ
のレベル 3 では評価技法が用いられ、これへの
インプットが異なれば、そのアウトプットであ
る測定値が異なってくる。したがって、実際に
採用したインプット数値に基づいて財務諸表が
作成されることになるが、これ対して代替的な
インプット数値があれば、その違いが測定の不
確実性を表すかのように考えられている。こう
した測定の不確実性の開示を求める議論が行わ
れている（15）。確かに、レベル 3 における測定で
は測定の不確実性が生じていると見られるの
で、こうした開示は測定値が不確実なのだと注
意喚起するという点では意味があると思われ
る。しかし、レベル 1 と 2 においても基本的に
は代理値が使われるので、レベル 3 とは異なる
意味での測定の不確実性が存在する。この点の
注意が必要である。
　いずれにしても、公正価値を測定するには測
定の不確実性は避けられない。それだけに、会
計における測定値の決定には、データとなる価
格をどのように得るのか、それをどのように調
整して測定値を得るのかなど、会計基準として
実務に適用するためには細かな規定が必要とさ
れよう。このような問題があるのは、そもそも
理論概念としての「公正価値」が曖昧であるこ
とにも起因するのである。そこで、この公正価
値概念を改めて検討することにする。
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うに何らかのモノに内在する性質、あるいはそ
れ付随して生じる特性といったものが挙げられ
る（16）。これに対して「数値」であれば、市場価
格や売却価格といったものが挙げられる。「公正
価値」という日本語であれば、むしろ経済価値
と同じような性質あるいは特性をイメージする
のではなかろうか。しかし、公正価値の定義で
は明確に「価格」という数値として示されてい
る。また、日本の会計基準では「適正な評価額」
や「公正な評価額」という用語も使われたりす
るが、これも「fair value」の訳語としてはそれ
なりに考えて付けられたものだといえる。ただ
し、測定対象としての「公正価値」も、実際に
は具体的な測定技法という制約のもとで測られ
るので、前者の「価値」と後者の具体的な「数
値」とはきっぱりとは切断できない。このこと
は、「公正価値」にもまして「現在価値」に当て
はまる。現在価値で想定される「価値」は、現
在価値の測定技法によって明らかになるからで
ある。しかし、それでもこの測定技法はいくつ
か考えられるので、現在価値においても「価値」
と「数値」とは切り離して考えることができよ
う。公正価値が測定対象に属する性質であるか
のような「測定属性」と名付けられる一方で、
測定のためのデータを提供する「測定基礎」と
名付けられているが、これも上述のことから分
からないことではない。
　こうした事情もあってか、「公正価値」の意
味・内容は定まっているとはいえない。この点
では齋藤（2014a）も、公益事業の料金算定の領
域で用いられた公正価値は売却価格のような出
口価格ではなく、むしろ入口価格として性格づ
けされるとした。そして、以後の会計基準への
援用を見て、「……公正価値概念は、主として他
に明確な測定属性がない場合、あるいは適切な
測定属性を明示することができない場合に導入
されてきたことが確認できた。そして、公正価
値がリジッドな概念でないため、その金額（測
定値）について恣意性が介入する余地が生じる
こととなる」（27 頁）と述べている。悪くいえ
ば、間に合わせ的に用いられてきた概念だとい
うことであろう。ここでも示されているように、
公正価値は「価値」か「数値」かという観点か

ら見ると、価格や評価額などの「数値」と見な
されるのが専門家の間では一般的だと思われ
る。それでも、公正価値が経済価値などのよう
な「価値」を意味するとみられる場合も多いこ
とだろう。
　公正価値概念の曖昧さを示す別の例として、
川村（2014、47 頁）が「２つの公正価値測定」
と述べるものがある。川村はアメリカの会計基
準を検討して、２種類の公正価値概念とそれに
伴う売却価格の異なる使い方があることを指摘
している。その１つは、資産の処分または清算
を想定したケースである。そこで使われる売却
価格はいわゆる「処分価格」といえるものであ
り、市場価格よりは低くなるのが通常である。
また処分コストなどの取引費用も控除される。
もう１つの公正価値は、処分あるいは精算を想
定しないケースであり、売却価格としてこれま
で述べてきたような市場価格が使われる。そし
て川村は、アメリカの会計基準は第２のケース
での公正価値を扱ってきたというのである。こ
れはまた IASB の公正価値の考えでもある。ま
た、チェンバースの売却時価会計論においても、
通常の営業循環での売却を前提にしているとこ
ろから、同じような考えであるとみられる。
　なお、公正価値測定には売却価格が使われる
が、この「売却価格」という言葉には４通りの
使い方が考えられる。いずれも公正価値測定に
係わるので説明しておきたい。その１は、川村
が挙げた「処分または精算」を前提にした売却
価格である。企業の精算を前提にした処分価格
である。その２は、川村が挙げたもう１つの例
における売却価格であり、これまでの公正価値
測定の説明で想定されている価格である。これ
をジョンソン＝ストーレイは「現在出口価値」
と名付けている。その３は、ジョンソン＝ストー
レイが「予想出口価値」あるいは「正味実現可
能価額（net realizable value）」と称しているも
のである。これは、通常の営業循環過程におい
て売却することで成立すると予想される売却価
格である。この場合、現時点で成立している市
場価格を利用するのではなく、所有する資産を
通常の営業循環において売却するとして予想さ
れる将来価格である。したがって、彼らはこの
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張していることは確かであろう。こうしたこと
から、齋藤（2014b、384 頁）が「検討した結
果、公正価値がある特定の測定属性を表してい
ないことは明らかである。……したがって公正
価値概念が曖昧模糊となるのは必然である」と
も述べているのは首肯できるのである。
　公正価値概念が曖昧になるのは、とりわけ公
正の概念の意味が明らかにされていないからだ
と思われる。この点について國部（2017）は、
公正とは「社会を構成する規範の１つである」

（１頁）と述べる。しかしながら、そうした公正
の考えは公正価値の定義や説明の中には原則と
して表されてはいないという（9 頁）。IASB で
は、社会規範としての公正の考えどころか、ど
のような意味で「公正」という言葉を使ってい
るかも説明されていないのである。したがって、

「公正」も「価値」もほとんど説明されないま
ま、それが売却価格であるという「定義」がな
されているのである。これでは、公正価値の概
念が理論概念としてその測定における指標の選
択 ･ 加工を指導することはできない。
　齋藤（2014a）は、「公正価値」が使われ始め
たケースとしてアメリカの公益事業の料金設定
に関する裁判を取り上げている。そこでは報酬
額算定の根拠として資産の公正価値が使われた
という。しかし、この場合においても「公正」
が意味をもった概念として使われているように
は考えられない。筆者の目からすれば、判決に
対する権威付けとして「公正」が使われたと思
われるのである。
　これに対して、「公正」が意味ある言葉として
使われていたケースがイギリスにおいてある。
それは、会計とは異なる分野であるが、イギリ
スの家賃統制の歴史において 1965 年から 10 年
間にわたって採用された「公正家賃（fair rents）」
というシステムである。参考になるので、その
説明を見ることにする。

　　このシステムは、空き家のない需給均衡状
態において成立するであろう家賃を公正家賃
と定義し、3 年ごとに家賃裁定委員会、公務
員、家賃査定官（rent officer）の下で公正な
家賃を決定するものであった。実際には、借

価格を「将来」と「予想」の次元に位置づける
のである。売却価格の４つ目は、第２と似てい
るが、「仮想的な事象」を想定していることか
ら、所有する資産を売却するという事象を仮想
したならば得られたであろう売却価格である。
実は、これこそが公正価値の定義に沿った売却
価格であるといえるのである。レベル１と２で
想定される売却価格は、先に議論したように、
所有する資産と「同一」あるいは「類似」の資
産に生じた市場価格が使われる。第４の売却価
格が所有する資産に関する売却を仮想した「推
定値」であるとすれば、第２の売却価格は他の
資産の価格を「代理値」として使用している。
第４の売却価格の算出には「代理値」を参考に
することもあり得るが、概念的には異なる。ま
た、第２の売却価格は他の資産について生じた
現実の売買事象において発生した価格であるの
に対して、第４の売却価格は当該資産による仮
想の売買事象における仮想の推定価格なのであ
る。しかしながら、公正価値測定においては、
仮想の事象を想定する仮想の市場価格の見積り
には新たな困難が生じると思われるので、同一
あるいは類似の資産に生じた現実の事象による
市場価格を売却価格として採用しているのであ
ろう。
　こうした公正価値概念の曖昧さは、売却価格
がインプットとして使われないレベル 3 におい
て顕著である。レベル 1 と 2 では相場価格が主
として使われるが、レベル 3 では評価技法とし
て各種の評価モデルが使われ、それに観察不能
なインプットが投入される。公正価値の定義で
は売却価格としていたにもかかわらず、売却価
格を使わないレベル 3 でも公正価値が測定され
るというのである。IASB は「けれども、公正
価値測定の目的は同じままである」（IASB, 
2011, para.87）といい、売却価格と同じように
出口価格を使っていると述べる。評価モデルを
使って得た金額が出口価格であるといえるかは
不明であるが、IASB としてはそれでも公正価
値測定という目的に合った測定値が得られると
いうのであろう。こうした扱いが、公正価値は
売却価格であるという定義に見合ったものだと
は思われない。ともかく、公正価値の概念が拡
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家人にとっては高額過ぎる家賃から保護さ
れ、家主にとっては、自己の投資に見合う利
益を確保できるようにするというのが公正の
現実的意味であった。（住宅改良開発公社、
2019，23 頁）

　公正家賃は、空き家のない需給均衡状態にお
いて成立するであろうという仮定の下での家賃
額である。このように仮定を行っている点では、
公正価値と同様である。しかし、大きく異なる
のは、このように決定された公正家賃に一種の
価格である現実の家賃が統制されるということ
である。これに対して、公正価値は現実に成立
した市場価格が使われる。すなわち、公正家賃
が現実の家賃を決めるという構成になっている
のに対して、公正価値は現実の価格によって決
められるという構成になっているのである。公
正家賃は、借家人と家主との間に家賃裁定委員
会などが介在して「公正」とされた家賃に向け
て実際の家賃が決まってくる。第三者とも思わ
れる家賃裁定委員会などが借家人と家主の間の

「公正」を決めていたといえよう。
　これに対して、公正価値の場合は、誰と誰と
の間の「公正」であるか、あるいは「公正」が
どのように担保されるものであるかは明らかで
ない。公正価値を論じているニッシム＝ペンマ
ン（2012、17 頁）では「誰にとっての公正価値
か」という節があり、公正価値会計が所有主で
ある株主のためであるとしているが、公正価値
が「誰にとって公正か」という視点はない。こ
うした「誰にとって公正か」という視点を欠い
たままで「公正価値」が使われている。それは、

「公正価値」が「公正」という美名のもとで、公
正価値測定に反対しにくくするという役割を果
たしているのではないだろうか。ともあれ、「公
正」と「価値」のいずれも会計において具体的
な意味に欠ける言葉であり、それを合わせた「公
正価値」も具体的な意味を欠いた言葉となって
も当然であろう。
　次に、公正価値測定を中心にして会計測定に
おいて価格などの指標がどのように使用される
かを検討する。

10．指標としての価格の役割

　心理学や社会科学の測定論において、測定対
象を示す理論概念がある程度明示されなければ
ならない。そうでなければ、そもそも何を測定
しようとするのかが明らかにならないからであ
る。しかしながら、心理学における知能概念の
ように、理論概念が明確には分かっていない場
合も多いのである。
　これまで論じてきたように、公正価値という
概念は測定対象に内在する属性であるかの印象
を受けやすいが、その定義で見るように、市場
価格およびそれに基づく数値としての売却価格
を意味している。レベル 3 では、そうした売却
価格を評価モデルによって算出しようとする試
みが見られる。これは、知能という概念が人間
に内在するある種の能力ではなく、教育検査の
結果による数値であると述べるに等しい。そう
した意味では、そもそも公正価値測定が何を測
定しようとしているのかが明らかではないので
ある。だから、逆に、売却価格を選択・加工し
て得られた数値だけでなく、評価モデルによる
数値なども包括して解釈する余地が出てくる。
　会計測定の対象は何らかの経済価値である。
永野（2021）でも述べているが、これまで会計
理論で扱われてきた「未費消原価」や「債務弁
済能力」といった概念は、そうした会計測定の
対象となっていたといえる。ただし、これらも
曖昧な概念である。その点では公正価値も同じ
ようなものといえるが、それら以上に曖昧であ
り、そうだからこそ逆に融通の利く概念になっ
ているのであろう。
　心理学や社会科学の測定論における特徴は、
理論概念に対してそれと関連すると思われる指
標を使って測定を行うというものである。知能
の概念であれば、測定したい知能に関連すると
考えられる知能検査を作成し、その得点を指標
として利用することによって「知能」が測定さ
れる。はたして教育検査が「知能」を測定して
いるのかを問うのが妥当性の概念である。そし
て、この妥当性については幾つもの検証方法が
考えられている。前述したように、表現の忠実
性も当初はこの妥当性に類似したものとして扱
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正価値測定においても明らかであろう。公正価
値測定だけでなく、それ以外の会計測定におい
ても事情は同じである。まず、この点を取得原
価あるいは歴史的原価を例にして取り上げるこ
とにする。
　資産の取得原価としては過去の市場価格、あ
るいはより正確には、当該資産を取得した際の
取引価格が指標として利用される。しかし、そ
の取引価格がそのまま「原価」となるであろう
か。両者が一致する場合もあろうが、異なる場
合も多いであろう。先に取り上げたように、ペ
イトン＝リトルトンは信用取引で購入した資産
の「真の原価」として、その取引価格ではなく、
現金で購入した場合に想定される取引価格を採
用している。彼らにとって原価とは、取引価格
ではなく、こうした意味での「現金等価額」な
のである。金融資産であれば市場で成立した市
場価格が指標として役立つであろうが、棚卸資
産などの物的な資産にとって取引価格は企業を
取り巻く様々な状況下で成立した価格であり、
状況が異なれば取引価格も異なってくる。この
点では、詳しくは永野（2018、142 頁）を参照
してほしいが、経済学者のモルゲンシュテルン
が、サービスの質や支払形態などを考慮すると
価格は単一の数値（スカラー）ではなく、複数
の数値（ベクトル）から成っていると指摘した
ことが参考になる。いわば、取引価格は表に出
た数値であり、その背後には様々な数値が隠さ
れているのである。その１つが、取引条件であ
る信用取引か現金取引かによって異なる数値で
ある。会計測定において取引価格がそのまま使
われるとすれば、その価格が裏に隠れた数値ま
でも含むベクトルを代表するスカラーだと考え
られるか、あるいは隠れた数値まで考慮するの
は面倒だから無視するということだからであろ
う。
　取得原価が取引価格と異なってくるのは、こ
れだけではない。周知のように、資産の取得原
価には、単に取得時に支払った対価だけでなく、
その付随費用も含まれる。付随費用としては、
資産を取得するまでに要した費用だけでなく、
それを購入した目的に適した状況にするために
要した費用も含まれる。そのためには、時には

われていた。そして、それ以後は妥当性の統計
的検証を真似て統計的検証の方法を考案しよう
としたようであるが、その試みは成功しないま
まである。
　心理学や社会科学の測定論では、こうした知
能の概念のように、理論概念を測定するために
指標を考案するという努力を行うのが通常であ
る。しかし、会計測定においては、市場価格な
ど数多くの数値が市場などの経済制度の産物と
して企業内外に存在しており、それらを指標と
して利用しているのである。そうした点では、
独自に指標を作成しなければならない測定分野
とは様相を異にする。指標となりそうな数値が
企業内外に数多く存在するために、会計測定の
目的に合わせて指標を選択・加工したりしなけ
ればならないという問題も生じてくる。つまり、
会計測定の外部に生じている指標となるデータ
をどのように選択するか、またそれをどのよう
に加工あるいは調整するかという問題である。
　こうしたデータの選択・加工には、それを指
導する理念が必要である。知能の概念の場合で
あれば、知能の理論的研究の成果である。会計
測定の場合であれば、公正価値概念の内容であ
るはずである。しかしながら、公正価値は「価
値」と考えた場合には経済価値と表現するしか
なく、具体的な内容を伴っていない。したがっ
て、データの選択・加工を指導することはでき
ない。
　先にも述べたように、市場という社会的制度
によって市場価格という情報がいわば副産物と
して産出される。市場が制度という人工物であ
り、その産物である価格も人工物である。会計
は、そうした人工物である価格を利用せざるを
得ないのである。また、価格だけでなく、売上
高や貸倒額など自社の内部で作成されたデータ
や利子率など外部のデータも時には利用するこ
とになる。こうしたデータは、会計にとっては
測定値を得るための指標として利用されるので
ある。ただし、そうしたデータをそのまま使う
場合もあれば、加工して使う場合もある。どの
ようなデータをどのように利用するか、それは
測定されるとされる理論概念によって決まって
くる。こうしたことは、これまで論じてきた公
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資産除去費用を含めたり、資産を取得するため
の借入費用を加算したりする。それゆえ、取得
原価は取引価格がそのまま使われるわけではな
いのである。取得原価は、取引価格も含むベク
トルをスカラー化した数値である。取得原価の
範囲をどのように決めるかは、取得原価の意味
づけによるものであり、それは取得原価をどの
ような目的に使うかに依存する。取得原価は実
現あるいは「リスクからの解放」という概念の
下で使われてきたことから、これらの概念が何
らかの収益力を示すものとして採用されてきた
といえる。取得原価あるいは歴史的原価を基に
して「未費消原価」という概念も考案されてき
た。これらは測定対象としての資産の性質に関
する理論概念といえるかもしれないが、即断は
できない。
　公正価値測定においては、売却価格として市
場価格が使われる。市場価格は経済学では価値
の一種である交換価値を表すとみられることが
ある。そうした観点からは、市場価格が資産の
交換価値を表現すると同様に、公正価値も一種
の交換価値とみられると主張されるかもしれな
い。この場合、公正価値は交換価値と同じよう
な意味づけが行われているといえる。公正価値
の賛同者は案外とこうした考えを持っているの
かもしれない。
　市場価格が交換価値、ひいては公正価値を表
すとすれば、会計測定において市場価格の利用
は妥当なことだと思われるかもしれない。しか
し、現在の経済学では交換価値は理論的な研究
対象とはなっていない。イギリスの経済学者で
あったジョーン・ロビンソンは、市場価格を説
明するものとして交換価値を捉えていながら
も、交換価値を形而上学的な概念として、すな
わち経験的に説明できない概念として扱ってい
る。つまり、市場価格は交換価値の概念によっ
て説明されるものであるが、交換価値それ自体
は説明できない概念であり、結局は市場価格も
交換価値によっては説明がつかないと論じてい
るのである。この点は、永野（2018）が説明し
ている。これに対して、公正価値測定では公正
価値の具体的な内容が市場価格であるとしてお
り、ロビンソンによる交換価値の説明とは逆方

向に議論が進められているのである。この点で
も、公正価値の概念が曖昧になる要因があると
思われる。
　会計測定においては、取得原価と公正価値の
いずれにしても、市場価格など企業内外のデー
タを使用して測定値を得なければならない。心
理学や社会科学の測定論では、理論概念から出
発して、その作業定義によって指標を定め、そ
れによる数値を測定値として利用する。これに
対して会計測定においては、市場価格が市場と
いう社会的制度によって生み出されているよう
に、企業の日常の活動において種々のデータが
得られ、こうしたデータが指標として利用され
る。企業にとっての価格は企業の取引データと
して存在することから、それらは会計の発生時
から当然のごとく使用されてきた。これが逆に、
そうしたデータによって何が測定されているの
かが明確にされないままに現在に至った理由に
なっているとも思われる。取得原価あるいは歴
史的原価や未費消原価といった原価概念であれ
ばある程度抽象的な概念であり、一種の理論概
念であるといえるかもしれない。公正価値の概
念にしても同様である。しかし、これらが測定
対象としての理論概念であると明確に説明でき
るほどに概念内容を規定することは困難である
のが現状である。
　公正価値測定においては、公正価値の概念自
体が曖昧であり、また、測定の不確実性がその
測定値の忠実な表現であることの阻害要因とし
てあった。本稿では、資産の売却価格として市
場価格を使用することに理論的な問題点がある
ことを指摘した。すなわち、市場価格は当該資
産に属する性質ではなく、他の資産に生じた価
格を借用したものだということである。そうし
た市場価格を使用する場合であっても、ジョン
ソン＝ストーレイ（Johnson and Storey, 1982, 
p.61）は、不確実性によって現在の交換価格が
資産の現在現金流量を良く表現することを困難
にしているという。そして、「不確実性下におい
ては、財務会計は代理値を使った近似値や推定
値に頼らざるを得ないことが多く、また、配分
や認識事象といったコンベンショナルな手続き
に頼らざるを得ないことが時にはある」（p.60 
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を参照して、公正価値測定を中心にして会計測
定における理論概念と指標について論じてき
た。計量心理学における知能の概念とその指標
による測定の例を見ると、知能が現在のところ
明確に解明することはできていないながらも、
知能検査によって知能の指標となる数値を得よ
うとしていることが分かる。だからといって、
知能検査の意味がないということにはならな
い。会計測定では、測定される対象が必ずしも
明らかではないという点では、知能の測定と似
たものといえる。しかし、会計測定では、市場
という社会的制度によって価格という数値が産
出されるなど、企業内外において数多くの数値
データが存在する。こうした数値データをどの
ように選択・加工するかが会計測定の問題であ
る。その際に、その選択・加工を指導するもの
が測定対象に関する理論概念である。ただし、
その理論概念が、公正価値の例で見るように、
明らかではないのである。
　会計測定において利用される価格などの数値
データも、本来は会計測定のために作成された
ものではないため、会計はそれを利用するとい
う立場である。公正価値測定には、原則として、
現在の市場価格が使われることになっている。
ただし、所有する資産に関する現在の市場価格
というのは仮想にすぎないというのが本稿の主
張の１つであった。とはいえ、仮想だから現在
の市場価格を使うべきではないというのではな
い。指標として使えるものは使ってしかるべき
なのである。ただし、現在の市場価格を使うの
が忠実な表現になるかのように論じることには
異議がある。仮想である数値を使ったものが、
なぜ忠実な表現になるのか、その論理が明らか
ではないのである。
　会計測定が仮想に基づいていたり、また、代
理値の使用であったりしても、会計が役に立た
ないということにはならない。しかし、そうし
た会計による測定値を「忠実な表現」であると
喧伝することは、まさに粉飾といわざるを得な
い。「忠実な表現」の呪縛から会計人は解放され
るべきである。また、会計には、対象を表現す
るという働きだけでなく、資産をどのように測
定するかによって利益が決まってくるといった

fn.）とも述べている。推定値や代理値を使用せ
ざるを得ないのは会計測定の宿命ともいうべき
ものであり、また、測定の現場では様々なコン
ベンションに頼らざるを得ないことも必然なの
である。このことは公正価値測定だけに限られ
ることではなく、これまでの取得原価主義会計
においても同じことがいえる。こうした会計の
有様は、会計測定が物理的な数量を対象とした
科学的実践としての測定ではなく、何らかの価
値を対象とした社会的実践としての特質を明ら
かにしたものといえよう。科学的実践は何らか
の絶対的真理を追究するかのような実践である
のに対して、社会的実践は社会における人々と
測定対象との関わりの中でそれなりに最善の試
みをしようとする実践なのである。コンベン
ションを排除するのではなく、それを如何に会
計という社会的実践に取り入れるかが重要なの
である。

11．おわりに

　IASB と FASB は、会計情報の質的特性とし
て信頼性に代えて忠実な表現を重視するように
なった。IASB（2010）では、忠実な表現を支え
る副次的な特性として完全性などを挙げた。完
全性などの副次的な特性は、これまでにも会計
理論において論じられてきたことであり、それ
自体には問題はない。しかし、忠実な表現の説
明に貢献するものではない。忠実な表現自体の
定義らしきものさえないことから、そうなって
も無理からぬことである。
　ところが、IASB（2018a）になって、測定の
不確実性という概念が忠実な表現を阻害する要
因として挙げられたのである。それゆえ、測定
の不確実性を探れば、逆に忠実な表現の意味が
明らかになるとも思われたのである。本稿は、
そうした思いで始めたものである。IASB は、活
発な市場での市場価格が得られるならば測定の
不確実性は避けられるかのように述べている。
また、そうした市場価格が得られなくても、そ
うした状況を説明すれば、忠実な表現が得られ
るかのようにも述べている。
　本稿では、心理学や社会科学の測定論の知見
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ように、人々の間の利害を裁定する働きもある。
社会的実践としてそうした利害を裁定する、そ
うした意味で「公正な評価額」であることが求
められる。会計測定値に対して「忠実な表現」
を求めるだけでなく、「公正な評価額」の側面に
も注意を払うべきである。
　忠実な表現は、科学が真理を追求する同様に、
会計において追求すべき概念であると思われる
かもしれない。科学においては真なる知識が追
求されているように、会計においても忠実な、
あるいは真実な知識が求められるのであろう
か。真理を扱う真理論は哲学における認識論で
も重要な分野である。その認識論においても「真
理」の概念は不要ではないかといった議論が出
ている。科学的実践の分野であれば、真理の概
念はまだそれなりの役立ちがあるかもしれな
い。しかし、会計測定のような社会的実践の分
野であれば、真理あるいは忠実な表現というこ
とに拘る必要があるだろうか。この問題につい
ては、真理論の動向も含めて、今後の課題とし
たい。

［注］
（ 1 ） 直前の引用にあるように、本文では「現象の実質」

となっており、「実質」が付けられている。しかし、
最初に「表現の忠実性」が表明された FASB（1980）
以来、FASB と共同で作成された IASB（2010）にお
いても「実質」は付いていない。その理由として、

「実質」は「忠実な表現」とは別の構成要素とは思わ
な か っ た の で 余 分 だ と し て い た か ら だ と い う

（IASB, 2018b, para. BC2.32）。しかしながら、実質
を考慮しなくなるのではないかといった批判が出た
ことから、「実質」を追加したという（para. BC2.33）。
しかし、会計において形式よりも実質が大切だとし
ても、わざわざ「対象」を限定するために「実質」
を付け加える必要はない。

（ 2 ） 計量心理学の分野ではこの語句に該当する部分
は「what it purports to measure」 と な っ て い る。

「what」を「phenomenon」に、「measure」を「rep-
resent」に置き換えたものであろう。この点につい

ては、永野（2013、71 頁）を参照されたい。
（ 3 ） 以下では、用語としては「指標」だけを使う。

「index」にも「指数」の他に「指標」の意味もある。
「指数」には数学的な用語として使われることも多
い。何かを指し示すしるし（標）というニュアンス
で「指標」を使うことにしたい。

（ 4 ） 藤井（2010、83 頁）も、ジョンソンの一連の論
考が IASB（2010）制定前に作成された予備的見解
や公開草案の起草に深く関与していたと推測してい
る。他にも、後述する「測定の不確実性」について
も、ジョンソン＝ストーレイの研究報告（Johnson 
and Storey, 1982）が IASB（2010）を先取りするか
のように論じている。この点でも、藤井がいうよう
に、ジョンソンの考えが IASB（2010）に影響を及
ぼしたといえよう。

（ 5 ） 物理的な存在とは区別される意味で社会的制度
を扱う社会的存在論をサールが論じているが、これ
については、永野（2019）を参照されたい。この社
会的存在論の立場からは、価格は市場という社会的
制度によって生み出されるモノであり、人工物と考
えられる。なお、ジョンソン＝ストーレイにあって
は、市場参加者による主観的な存在でもなく、また
それによって構築されるモノでもないと考えている
のであろう。

（ 6 ） ジョンソン＝ストーレイは、個々の取引において
生じる価格が交換価格であり、その複合物が市場価
格 で あ る と し て い る（Johnson and Storey, 1982, 
p.13）。個々の取引における価格が交換価格であり、
市場全体での平均値としての価格が市場価格という
ことであろう。この違いに留意するだけでよく、特
に両者を区別して扱う必要はないと思われる。以下
では、市場価格と交換価格を区別することなく使う
ことにする。

（ 7 ） この「現金等価額」はペイトン＝リトルトンの
『会社会計基準序説』で述べられているものである。
そこでは「最終的な決済が直ちに実行されたならば
支払いすべき現金の額」（Paton & Littleton, 1940, 
p.26）と説明されている。なお、中島訳（ペイトン
＝リトルトン、1958）では当該箇所は「現金払等価
額」となっており、他にも「現金等価」が、また
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「money-equivalent」には「貨幣等価額」が、単に
「equivalent」となっている場合には「等価物」とい
う訳語が使われている。なお、「現金等価額」は「真
の原価（true cost）」を測定するための尺度として使
われていることから、信用取引における契約金額は
現金取引の場合と異なり、「真の原価」を示さないと
考えたのであろう。

（ 8 ） なお、ここで「門弟」・「異端者」と訳出した箇所
は、原文では「decipal」・「herited」となっている。
いずれの単語も辞書には見当たらなかったので、文
脈から推察される意味からして、「disciple」・「here-
tic」の誤植であると考えて訳出した。

（ 9 ） チェンバースの「現在現金等価額」では、信用取
引においても契約金額を使うことにしており、ペイ
トン＝リトルトンの意味での「現金等価額」は使わ
ないとしている。この点では両者の「現金等価額」
の意味は異なっている。この点に関する論点につい
ては、永野（1980、185 頁以降）が説明している。

（10） 「cash equivalent」は性質を表すことから「現金
等価」などとして「額」抜きで訳すべきかもしれな
いが、「現金流量」と同じように適当な訳語が思い当
たらなかったので、これまで一般的に使われてきた
と思われる「現金等価額」を使った。

（11） 「不確定性原理」の英語は、「uncertainty principle」
もしくは「indeterminacy principle」である。物理学
では「uncertainty」は「不確実」ではなく「不確定」
と訳すのが通常のようである。

（12） ここでは「現在現金等価額」が使われているが、
ジョンソン＝ストーレイの用語法からは「現在現金
流量」を使うべきところであろう。彼らの著書では、

「現金等価額」を「現金流量」と区別して使っている
箇所もあれば、同じ意味で、あるいは混同して使っ
ていると思われる箇所も多い。このことは、彼らが
両者をほぼ同じ意味で使っていたということを示し
ている。

（13） ジョンソン＝ストーレイは、「推定値」と並べて
「代理値」を挙げている箇所では、他に「推定値」や
「代理値を使った近似値」という表現も使っている
（Johnson and Storey, 1982, p.60）。同じ意味だと捉
えてよかろう。なお、ジョンソン＝ストーレイは推

定値と代理値を区別しているが、IASB では両者を
特に区別していない。それゆえ、ジョンソン＝ストー
レイの場合は「estimate」を「推定値」と訳した。し
かし、IASB の場合は、動詞であれば「見積る」な
どとし、名詞であれば「見積値」としている。

（14） 筆者はかつて継続性の原則における「１つの会計
事実」という表現が「同一の会計事実」とほぼ同じ
意味であると論じたことがある（永野、1990）。そ
こにおいても、数的同一性と質的同一性が問題と
なった。この拙稿ではそれらを「個体的な同一性」
と「同種類の意味での同一性」としている。後者の
同一性は、「類似の会計事象」などの表現における

「類似」の意味として使ったものである。この拙稿
は、こうした同一性の問題が継続性の原則と密接に
係わっていることを論じたのである。

（15） IASB は、観察不能なインプットを使用するレベ
ル 3 において、他のインプットを使った場合との差
異を「測定の不確実性分析」と名付けて、その開示
を試みている（国際会計基準審議会、2010）。

（16） こうした様々な「価値」に関する存在論と認識論
については、永野（2018）が哲学や経済学の見解も
利用して説明している。
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